
下記の財産について、一般競争入札による売払いを行うので、静岡県財務規則（昭和39年静岡県規則第13

号）第34条の規定に基づき公告する。 

令和元年10月４日 

静 岡 県 知 事  川 勝 平 太   

１ 入札により売払う財産の表示 

入札 

番号 
入  札  対  象  財  産 地目等 

土地:地積(㎡:実測) 

主たる建物:延床面積(㎡) 

予定価格 

(円) 

123 
富士宮北高等学校三園平職員住宅 

富士宮市三園平1186番 

宅地 

建物 

321.08 

119.40 
5,275,000  

124 
富士宮北高等学校万野原新田職員住宅１ 

富士宮市万野原新田字机島3024番４ 

宅地 

建物 

262.96 

115.62 
5,945,000  

125 
富士宮北高等学校万野原新田職員住宅２ 

富士宮市万野原新田字机島3025番２ 

宅地 

建物 

262.41 

116.52 
5,665,000  

126 
御殿場・小山地区校長住宅 

御殿場市西田中字桑ノ木割246番１ 

宅地 

建物 

385.00  

107.63  
24,326,854  

  注）・全ての物件が建物付売却となる。 

    ・入札番号123～125について 

     これらの物件には、無価値の建物が土地に定着している。 

     買受者が建物の解体及び撤去を行うことを原則とするが、建物の利用を希望する場合は応相談とす

る。 

     予定価格は、当該物件における最低売却価格であり、予定価格未満での入札は無効とする。 

     予定価格は、更地価格から建物撤去費相当額を控除した額としている。 

    ・入札番号126について 

予定価格には、建物に係る消費税及び地方消費税の額426,854円を含む。 

入札書には、土地及び建物の総額（消費税及び地方消費税の額を除く。）を記載すること。 

予定価格から建物に係る消費税及び地方消費税の額を控除した額未満での入札は無効とする。 

２ 入札参加資格者 

次のいずれかに該当しない者とする。 

 (1) 公有財産に関する事務に従事する本県の職員 

 (2) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

 (3) 次の各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他の使 

  用人又は入札代理人として使用する者 

  ア 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益 

   を得るために連合した者 

  イ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

  ウ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 



  エ 前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支 

   配人その他の使用人として使用した者 

 (4) 次のアからキのいずれかに該当する者 

  ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下イにおいて「法」と 

   いう。）第２条第２号に該当する団体（以下「暴力団」という。） 

  イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等（法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」とい 

   う。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）である者 

  ウ 法人の役員等（法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。）が暴 

   力団員等である者 

  エ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団 

   又は暴力団員等を利用している者 

  オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力 

   団の維持運営に協力し又は関与している者 

  カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 

  キ 当該物件を取得するために、暴力団又は暴力団員等を利用している者 

 (５) 入札により売払う財産を、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122 

号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類す 

  る業、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定す 

  る暴力団の事務所及び無差別大量殺人を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）第５条 

  に規定する観察処分を受けた団体の事務所の用に供しようとする者 

 (６) 入札参加申込書を指定した期日までに提出しなかった者 

３ 一般競争入札による県有地の売払い応募要領の配付期間及び配付場所  

 (1) 配付期間 

 令和元年10月４日（金）から令和元年10月31日（木）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前

９時から午後５時まで 

 (2) 配付場所 

  ア 静岡県経営管理部財務局管財課（県庁本館１階） 

    〒420－8601 静岡市葵区追手町９番６号（電話番号：054－221－2123） 

  イ インターネットによる場合 

    県のホームページ（http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-120/kenyuchibaikyakutop.html）から

ダウンロードできます。 

４ 入札参加申込書の受付期間、受付場所等 

 (1) 受付期間 

 令和元年10月４日（金）から令和元年10月31日（木）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前

９時から午後５時まで 

 (2) 受付場所 



   静岡県経営管理部財務局管財課（県庁本館１階） 

   〒420－8601 静岡市葵区追手町９番６号（電話番号：054－221－2123） 

 (3) その他 

   入札参加申込書は、持参又は郵送により提出すること（電送による受付は行わない。）。なお、郵送に 

  よる申込みの場合は、書留郵便にて上記受付期間内に上記受付場所に到着すること。 

５ 現地説明会 

  各入札対象財産の所在地において、以下の日時のとおり現地説明会を開催する。 

入札番号 説 明 会 の 日 時 入札番号 説 明 会 の 日 時 

123  令和元年10月15日（火）午前10時30分 124  令和元年10月15日（火）午後１時00分 

125  令和元年10月15日（火）午後１時00分 126 令和元年10月18日（金）午前11時00分 

６ 入札手続等 

 (1) 入札執行の日時及び場所 

入札番号 入札の日時 入札会場 

123～126 令和元年11月14日（木）午前10時30分 

沼津市高島本町１－３ 

東部総合庁舎別館５階第６、９会議室 

当日の受付場所・時間 

入札会場と同じ 

時間は申込受付後、御連絡します 

 (2) 入札方法 

   本人又はその代理人が出頭して、封書にて提出すること｡ 

 (3) 入札保証金 

  ア 納付方法  

    入札参加者は、入札執行前に下記金額を入札保証金として県が発行する納入通知書により、参加す 

   る入札物件１件ごとに金融機関等で納付しなければならない。 

  イ 入札保証金額 

入札番号 金額（円） 

123 263,750 

124 297,250 

125 283,250 

126 300,000 

 (4) 入札の無効 

   静岡県財務規則第44条及び一般競争入札による県有地の売払い応募要領に記載された入札無効事由に 

  該当する入札は、無効とする。 

 (5) 落札者の決定方法 

   有効な入札のうち、予定価格以上、かつ、最高の金額で入札を行った者を落札者とする。ただし、最 

  高金額の入札者が２人以上ある場合は、くじにより決定する。 



 (6) 契約方法 

   落札者は、県の定めた売買契約書により、県の定めた日までに、契約を締結しなければならない。 

 (7) 契約保証金 

   落札者は、売買契約締結時までに、落札金額の100分の10以上の金額を納めなければならない。 

７ 用途の制限 

  落札者は、買受けた財産を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項に規定する 

 風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業、暴力団員による不当な行 

 為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団の事務所及び無差別大量殺人を行った団体の規制 

 に関する法律第５条に規定する観察処分を受けた団体の事務所の用に供してはならない。 

８ その他 

 (1) 入札参加者は、本公告のほか、一般競争入札による県有地の売払い応募要領を熟知のうえ、入札に参 

  加しなければならない。 

 (2) 入札及び契約手続等において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

 (3) 照会窓口は、静岡県経営管理部財務局管財課（電話番号054－221－2123）とする。 


